
淀江産業廃棄物管理型最終処分場整備計画に関する専門家会議次第

日時：平成30年2月23日（金）

午前9時から

場所：西部総合事務所講堂

1 開会

2講演「廃棄物最終処分場に関する基礎的事項」

3議事

． （公財)鳥取県環境管理事業センターの整備計画に関する地元関係者からの主な意見

4その他

5 閉会

【配付資料】

○資料l淀江産業廃棄物管理型最終処分場事業計画【概要版】

○資料2淀江産業廃棄物管理型最終処分場整備計画に関する専門家会議について

○資料3地元関係者の意見とりまとめの経緯

○資料4廃棄物最終処分場に関する基礎的事項

○資料5地元関係者の主な意見に対する見解

、



淀江産業廃棄物管理型最終処分場整備計画に関する専門家会議名簿

○専門家

○事務局

｜
路

戸百毎 F－● "一宅b－

臣1. . ． . ．．

': :: “ : ：
e 殆き . .. ､
－エー

霧
一口■■ヨ ロローー

守一＝

鷹
.､弔・:.: 、罰
｡． ．::罰
。.. . ■

: ： ． . Fロ
.･ :
呂・一

－r穿・壹
・ ･ 卜I･ ･=･ 貼・

識
翻
腰
牽
揖

~･~YF毒
誤.： ・・

鷺
！

一.罰一手一

I
:熟:さ1

ｰ庁:号一~~: ‘~‘〒ヘーーー"ー－－~~‐
： … ： … 卓 ：:

1 .. . . . . . ... . . . .. 告.. .... .､. ... .: . ･ ･ ･､ 1

1 : . .． ： .． ． ･ ･･、 ． .: ． .． ． . ． .:. :．． ．． ． .． ． '
『: . :. . ： . . . . ．･ ･･． ・・ 0．:.F､ .、 . ．・・ ・ ･ ･ ･･･ ･.･･ ･1
1 . . . 凸 . . . . . ..･ ･::.･ 0. . . .. :.･ ･ ･j ･ ･ J
1 ･ ･． : 、 ..･･ ･ . : ｡． . : ｡.｡ .: . ；.･::: ･ ･ -Fq■ ■ : ■ ■ ■．■ ■ : ■. ■

－■一一一一一一一一司

爵毒
当j彗＝－＝一._と＝

一一■→首 ■ ■ー= pG F■ ﾕｰ＝ﾛﾏ■=~

G , ，

恥ゞ 。
良二と－－ － ．～-－－ －－-二一一．

８
‐
．
Ｉ
Ｆ
，
幻
鼻
‐
別
０

■ ■~＝ ■一一?一一一 ■一一一■ 凸二司=七一一-一二 正一F ． ÷= 了.一． ---7 -へ‘一

.L

ｌ
ｈ
Ｊ
Ｉ
１
Ｊ
宮
ず
ぶ
１

廃棄物処理工学 松藤敏彦 北海道大学大学院環境創生工学部門教授

環境システムエ学 中山裕文 九州大学大学院環境社会部門准教授

生物地球化学 角野貴信 公立鳥取環境大学環境学部環境学科准教授

水管理（地下水） 北村義信（欠席） 鳥取大学国際乾燥地研究機構特任教授
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生活環境部循環型社会推進課 課長

参事

課長補佐

課長補佐

係長

係長

係長

山根茂幸

山田裕平

福政民栄

福田拓

福長宏之 ｡
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西部総合事務所 所長

参事
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「寶洞~乏司
淀江産業廃棄物管理型最終処分場整備計画に関する専門家会議について

平成30年2月16日

（設置）

第1：淀江産業廃棄物管理型最終処分場整備計画に関し、地元関係者から出された法令基準その

ものに対する不安や疑問等に係る（公財）烏取県環境管理事業センター（以下「センター」

という｡）の見解等について、専門的、科学的見地から専門家による検討・評価を行い、基

準設定の背景や考え方その他必要な事項についてご意見をいただくため、 「淀江産業廃棄物

管理型最終処分場整備計画に関する専門家会議「以下｢専門家会議」という｡）を設置する。

1

（組織）

第2専門家会議は、烏取県廃棄物審議会の意見を聴いて県が依頼する次の専門家をもって組織

する｡

（座長）

､第3専門家会議に、座長を置き、県の選任によりこれを定める。

2座長は、会務を総理し、専門家会議を代表する。

3座長は、会議の秩序を保持し、議事を整理する。

（会議の傍聴）

第4専門家会議は、一般傍聴をさせることができる。

2一般傍聴を希望する者が一定数を超える場合は、先着順によって決定する。

3一般傍聴人が会議の秩序を乱し、又は騒ぎ立てる等会議を妨害するときは、座長又は事務局

はこれを制止し、その命令に従わないときは会場の外に退去させることができる。

(検討事項の公開等）

第5専門家会議において検討のうえ了承された事項については、公開するものとする。

（庶務）

第6専門家会議の庶務は、生活環境部循環型社会推進課において処理する。

（雑則）

第7専門家会議の運営に関して必要な事項は、別に定める。

氏名 職名等 専門分野
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「寶詞~詞
地元関係者の意見とりまとめの経緯

1 センターによる地元関係者への説明

・平成20年から、 （公財）鳥取県環境管理事業センター（以下「センター」という｡）は、計

画策定の段階から関係住民への説明等を行いながら、処分場整備計画を進め、事業計画を策

定。

・平成28年11月末､センターは米子市淀江町地内での産業廃棄物管理型処分場整備計画に関し、

県廃棄物処理施設設置手続条例（以下「条例」という｡)に基づく事業計画書及び周知計画

書を県に提出。

ゞ※条例は廃棄物処理法第15条に基づく設置許可前に、事業者に関係住民への事前説明等を求めるもの

であり、今回の事業では最終処分場の敷地境界から500m以内の自治会等が対象。

・平成29年1月～2月、センターは関係住民に対し説明会等を開催し、その後、計2回にわたり

関係住民からの意見害の受付、見解書の作成・縦覧を実施。平成29年9月、合意形成状況を

取りまとめた条例に基づく実施状況報告書を県に提出。

※平成29年3月に条例に基づき関係住民から提出された事業計画に関する意見書に対し、センターは平

成29年6月に見解書を作成。また、平成29年7月に条例手続とは別に提出された再意見書に対し、平

成29年8月に再見解書を作成。さらに、実施状況報告提出後の10月に再意見書の提出者から出された

再々意見書に対し、センターは11月に文書で回答。

2県廃棄物審議会での審議

・センターからの実施状況報告書の提出を受け､平成29年11月、県廃棄物審議会において、関

係住民と事業者との合意形成状況について審議。県は審議結果を踏まえ、県は関係住民と事

業者の合意不成立の判断。

・平成29年12月、合意不成立の判断結果を踏まえ、センター及び関係住民から条例に基づく意

見調整申出書が提出。

3専門家会議の設置

・センターは条例に基づき、関係住民への説明会等を実施してきたが、同時に、条例対象外の

地元関係者へも説明会等を実施。

・条例では意見書提出が関係住民に限定されているが、関係住民以外からも事業計画に対する

意見や質問が要請書や抗議文、質問状等の形で県やセンターに寄せられている。

．また、地元米子市及び米子市議会からも、地元関係者に対する事業者の丁寧な対応を求める

意見書が提出されているところ。

．このため、条例で定める廃棄物審議会とは別の専門家会議において、地元関係者から出され

た法令基準そのものに対する不安や疑問等に係るセンターの見解等について、専門的、科学

的見地から専門家による検討・評価を行い、基準設定の背景や考え方その他必要な事項につ

いて､専門家の見解等を求めることとしたもの。

・地元関係者からの意見は多岐にわたることから、意見のとりまとめにあたっては、条例手続

開始後の平成28年11月末以降に提出された意見等のうち、法令基準そのものに対する不安や

共通して見られる一般的な疑問等を抽出し、 「法令基準等に対する不安等」と「一般的な質

問等」について16種類の意見に集約した。
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囲地元関係者の主な意見に対する見解

(1)法令基準等に対する不安等
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･遮水シートは破れ､継ぎ目が剥がれる｡ベントナイトも水を通す｡47年間もつ確実な保証
はない｡汚水は必ず漏れ､地下水･水道水が汚染される｡全国で事故が起きている。
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･遮水シートは､大学等での試験結果や判例などから適切な維持管理のもとでは50年以
上の耐久性を有するものと考えられる。
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･遮水シートは､大学の試験報告や福岡高裁の判例を踏まえると少なくともSO年以上の
耐久性があると考えている。
当処分場では､国基準を上回る3重の遮水構造に加え､電気的漏えい検知システムの
採用､処分場周縁地下水の定期検査などによる多重の安全対策(マルチバリア)を講じ、
処分場廃止まで適切な維持管理を行い､地下水が汚染されないよう万全を期する計画と
している｡県も定期的に立入検査や水質検査を行い厳格な監視･指導を実施することか
らも浸出水の地下水汚染による地下水及び飲料水への影響はないものと考える。
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近代の埋立の歴史は高々30年であり､シートが何年もつかについて現場データ蓄積は十
分にない｡しかし本処分場では漏れのリスクを最小限にするために､単一シートではなく、
シート､ベントナイト混合土､シートという3重のバリアとなっている。

①シートは敷設後に接合するが､漏れ試験を行っている｡シート破損は重機の走行､鋭利
な廃棄物の貫通などによるので､シート上に50cm程度の保護砂を敷いている｡②ベントナ
イト混合土とは､粘土成分であるベントナイトを混合したものである｡吸水性･膨潤性をもつ
ためにクラックを自らふさぐ自己修復性をもち､透水係数は極めて低い｡まったく水を通さ
ないわけではないが､50cm通過するのに数十年以上かかる｡また吸着性能をもつので、
有害物質は捕捉される
万が一漏出があれば、

｡③漏水検知システムにより､第1シートの正常さを監視している。
ごみを掘り起こして補修する｡④さらに､バックアップとして､ベント

ナイト混合土の下に第二シート害設置している。
■

以上の構造と運用によって､浸出水が埋立地外に漏れだす可能性は､大変低い。

、 q■q■q■q■1■■■q■q■q■Q■口Q■。■0■。■q■｡■D q■‐q■■D q■q■q■q■q■q■q■q■q■q■■■ロ■■■■■ロ■q■■■■■q■q■q■口q■。■■■■■q■ロ■■q■q■q■■■q■q■ppq■q■q■‐■D‐q■q■q■ロ■q■Q■ロ■■■q■■■■、草｡■■■■■

遮水シートの施工に際し、日本遮水工協会により､施工管理技術者､施工技能者の資格
制度が18年前から開始されている｡遮水シートの安全性を確保するため､シートの施工を
行う場合には原則的にこれらの資格保持者の常駐が必要となっている｡シート接合部の
漏れ試験としては､加圧検査､負圧検査等があり､すべての接合部が検査される(全数検
査)。シートの品質確保のための製品認定制度､接合のための融着機械の検定制度もあ
る 0

地元関係者

県



￥

シ

■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■ロ■■■ 0■申■■■。■ロq■q■ロ■■q■■■■■‐ロ■ロ■q■■■■■■■■■■■■■由‐■ロ■口q■U■ロロ■■■■■ロ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ロ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

･無害という意味では､埋立廃棄物が将来にわたり周辺の生活環境に支障を及ぼさない
ようにすることが必要･処分場の廃止には国の廃止基準に適合していることを県が確認す
る必要がある｡廃止基準は処分場の日常的な維持管理を行わなくても良い状態になる基
準のことで､埋立廃棄物が安定化した状態になったことを意味するので､埋立廃棄物が周
辺の生活環境に支障を及ぼすことはないと考える。
当処分場では廃止までの期間を約4ﾌ年間と見込んでおり､遮水シートの耐久性は50年
以上とされていることから､廃止までの期間以上の耐久性を備えているものと考える。

②｜ センター

I■■■q■q■。■q■q■q■q■q■q■■q■q■q■

専門家1

0■q■0■q■ロ■■0■q■q■ロ■■■■■ロ■O■g■

、

専門家2

･最終処分場は有害物質を雨で洗い流し汚染度を下げ､一方､汚染水はいくらでも排出す
るという考え方・排出する汚染物質には総量規制がないため､濃度存基準値以内に抑え
ればいくらでも流すことができる。

~

0■0■■■■■Q■･－■■■毎0■･mmp■.B■ぬ0■■q■q■■■0■q■由.‐q■■■g■口U■■車■■■■■■ロ■． q■■■q■ロ■-q■ロ■■■■■q■q■q■■■■■■Q■■■･■■』■、■四・ q■■■･ﾛ■ロ■、■¥』■■、■■■ ロ■ロ■土ロ■、■mロ■白0■画

地元関係者

■■■■画画一q■■■ロ■■■■■‐■U■q■g■

･一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める
省令では､保有水等集排水設備により集められた保有水等は､排水基準に適合させるこ
とができる浸出水処理設備を設けることが規定されており､汚染水をいくらでも排出すると
いうことではなく､浸出水の適正な水処理を実施することが法律で規定されている。

県

q■q■q■q■I■q■q■q■q■■■■■■■■■■q■■■q■■■■‐■■･陣0■陣q■日■q■q■q■d■q■I■■■■■q■q■g■■B ロ■■■ロ■■■ロ■ロ■ロ■■■‐q■■■‐q■ロ■■■q■q■■■■■Q■■■■■■■■■■■■0■0■0■■■ q■■■‐q■U■■■q■

$

･我が国の処分場放流水の水質は濃度による規制が行われている｡この､国が定める排
水基準は､環境省の中央環境審議会等で検討され､適切な科学的判断を踏まえているも
のであることから､当処分場においてもこれらの基準存遵守することで周辺の生活環境に
支障が生じることはないものと考える｡この基準は､我が国の同様の処分場において一律
に遵守すべきものとして定められており､処分場以外の工場｡事業場等についても､摘用
される排水基準は同様の内容。
ロ■q■■■ ■■曲画q■■■ロ■■■■■■■■■■■■、 。■ロ■q■。■, q■。■0■q■q■q■q■q■q■q■q■‐0■q■q■■ロ ﾛ■■q■■■■■ q■U■■■q■U■Q■q■■■ロ■■■■、 ■■■■■■■■■■q■画■■画Q■q■q■。■■ロ■■ロ■■q■0■■■■、 ロ■0■

■

む

しや水によって埋立地から集められた浸出水は､水処理施設で処理され､排出基以下準
とされてから放流する｡また②のように､埋立地は廃棄物存安定化させる機能蚕持ってい
るので､浸出水濃度は時間とともに低くなる。(処理水の影響については､④参照）

ﾛ■■■■■■■■■■■ロ■■■■■ー■■■■■■■■■■

③

センター

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

専門家1

＝… ＝ ＝ ＝f地元霞係者|織蝋湾繋懸薙蕊駕蓑睾物章は溜まっていく．特産のﾜｶﾒ''、
ﾛ■Q■■■■■■■ロ■ロ■■ロ■■ロ■■ロ■ロ■■Q■画一■■■■■■■由■■q■0■0■■■■■■■■■■■■■q■ロ■■■ ロ■ロ■q■■■q■，q■Q■q■0■0■q■ロ■■q■ロﾛ■ロ■■■■■q■■■■■ ■■■0■ロQ■U■q■q■q■ロ■ロ■ロ■q■■■■■■ロ

･廃掃法で定められている排水基準等は､科学的な調査から得られた知見のもとに､十分
な安全性を考慮し､生涯にわたって摂取しても健康に影響が生じないレベルとして設定さ
れた環境基準を参考に規定されており､基準を遵守していれば周辺の生活環境に支障が
生じることはないものと考える。

(環境基準値は､人が口にする場合の健康影響(飲用)を基本に､魚介類への生物濃縮の
影響も検証して問題ないものとして設定されている｡）

県

U■q■q■q■ロ■B q■q■q■ロ■q■U■q■■■U■■■ロ■ロ■ロ■ロ■■■ロ■ロ■ロ■■■■■■■q■ロ■q■q■ロ■ロ■Q■q■ロ■Q■ I■q■q■q■0■q■■■■ロ■■■B■■、 q■■■■ロ■q■q■■■q■■■Q■8■g■■■ロ■ロ■Q■U■ロ■■■Q■。■ロ■ロ■I■■
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と

←

I■■、■■．■■ロq■q■■q■■■q■0■q■ロﾛ■Pq■四q■Q■画q■q■Q■q■Q■q■q■q■G■q■q■q■q■I■ロ■ロ■■■■■■q■q■q■q■0■q■U■Q■q■ローQ■■■、 ロ■ロ■U■■D ■■ロ■■■■q■q■■■ q■■、■■画q■■、■■■■画q■0■■■■q■■0■q

･浸出水は､逆浸透膜処理を含む高度な水処理システム等により処理し､国基準よりも良
好な水質として放流する計画なので､汚染水が流れるような計画ではない｡実際の放流水
は､定期的なモニタリングを継続実施して問題がないことを確認し､その結果は公表する。
さらに､県も定期的に立入検査を実施し､検査をされる予定であることを確認している。
この放流水による影響は､当処分場の水質に係る生活環境影響調査により､下流河川
において環境基準等を満足すると予測しており､適切な環境保全措置を講じることからも
魚介類を摂取した場合を含み生活環境に支障を生じることはないものと考える。

センター

④

蕊
ﾛ■q■ロ■q■。■ロ■ロ■ロ■■q■q■■■画q■

専門家1

q■ロ■■■q■‐■■q■q■ロ■q■q■q■q■ロ■Q■

ダイオキシン類を含むPOPs(残留性有機汚染物質)については､国内外で生体内や底
質､水質での監視が行われており、国内ではたとえばPCBなども横ばいあるいは漸減傾
向とされている｡放流水の濃度が排水基準値以下であれば､実質的には生物濃縮による
問題は起こらないと考えられる。

専門家2

早産廃処分場は｢公害施設｣｡国の基準を守っても安全は担保できない。地元関係者
‐■■、■■｡■、 q■q■■■q■q■q■q■q■■■q■q■□■■ロ■q■q■q■q■q■q■。■ロ■q■q■Q■q■q■Q■Q■0■q■ロQ■ロ■q■q■■■■■■■q■q■■■q■ロ■q■■‐q■q■q■■■I■q■q■q■U■q■ロ■q■Q■q■q■q■q■q■■q■q■q■q■q■■、 q■q■q■■■■■■■画■■ロロ■■■■■■■■■■■■■■■■

･産廃処分場は廃掃法において施設構造基準をはじめ､排水基準､埋立処分基準等､構
造､維持管理に係る厳格な基準が定められている。
･県では､これらの基準について､条例･法手続きの各段階で審査するだけでなく､施設稼
働後も立入検査等により確認することとしている。

県

q■■■■■q■②0■q■■■■■Q■‐q■■■■■●■q■■■ q■q■0■ロ■■■U■■■■■■■0■■Dp0■。■q■ロ■■■■■ロq■■■q■q■q■q■q■■■■■ q■q■q■q■q■■■■■■q■■、 ロ■0■q■q■q■q■q■q■q■q■q■Q■q■q■q■ロ■口車q■■■■■■0■

p

･国某準蚕上回る施設画設備蚕設置し､適切な維持管理存継続することにより､周辺の生活
環境に支障が生じないように運営する。
■■ロ■■■■■q■d■q■0■q■‐ロ■■0■8■q■ロ■ロ■q■U■q■q■q■口q■q■q■q■q■q■Q■q■q■q■0■■の0■q■■■■q■q■q■■、 ロ■■D q■■■■■Q■q■q■q■q■■■q■Q■q■q■q■■■q■U■q■q■q■■‐q■■■■ロ■のロ■q■■■ q■Q■q■q■q■

かつて､ごみは何らの対策もとらずに放置されていた｡これ蚕オープンダンプとよび､浸出
水による環境影響があったと思われる｡現在でも､途上国の大部分の埋立地はオープン
ダンプであり､地下水汚染蚕引き起こしている｡現在の廃棄物処理施設は､環境に影響を
及ぼさないように処理するとの機能をもっている｡埋立地の場合は､しや水(および排水)、
ガス抜き､覆土の3つ泰備えていることが基本であり､公害施設ではなく、公害防止施設で
ある。

I■q■■■■■■｡q■q■■■ ■■1■■■ q■q■q■

⑤
センター

■■■■■■ロ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

専門家1

一J
康

地元関係者

今 ■ ◆ .

q■■噂■q■■■Q車庫■■■隼■■■

県

■D ロ■ロ■q■q■q■q■q■0■■q■q■■■｡q■

センター
q■ロロ■q■q■ロ■q■。■q■q■q■q■ロ■q■U■
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小

も

(2)一般的な質問等

、 q ｡

、山口Q■Q■■■0■■■■■■ 0■U■q■－8■｡■ﾛ■q■■ q■。■q■q■q■q■q■q■q■q■ｰ単一■d■d■■■ d■q■q■■■■■ロ■Q■■■ロ■ロ■q■q■q■q■0■■■ 。■ロ■q■ロq■■■ q■‐ロﾛ■■■q■■0 0■■■q■ロ■0■q■■■ q■q■』q■、Q■Q■q■‐q■。■■■｡■｡‐‐Q■■■ q■口q■q■口。■0■0■q■0■■■ q

T回虫I 1－0gU･里、“

沙の確保等の準I

q■q■q■q■g■■■■■■■ロロロ■q■q■q■｡q■q■q■q■q■q■q■ﾛ■‐画画一■■■■q■q■q■q■q■‐q■■■‐■■q■■■q■q■q■q■q■q■U■ロ■U■q■0■■D q■q■q■q■ロ■Q■Q■q■q■q■q■q■■、 q■q■q■q■q■■■ q■q■q■q■q■■■ロ。■■、 ロ■■■■■■■q■q■q■q■q■q■。■q■q■ロ■■q■q■q■q■q■‐q■0■q■U■q■
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⑦

地元関係者

や

■■q■q■q■、■q■■■q■■■q■q■q■ロ■ロ■

県

q■■D q■q■q■。■q■q■Q■q■U■q■■■q■■■

センター

■■■ロ■■■■■■■q■‐■■■■■■■‐‐■■

専門家1

･国の基準に合致したものしか埋め立てないと言っているが､目視検査だけでは搬入物の
性状等はわからない｡有害物質の混入は避けられない。
･搬入検査において､マニフェストによる管理､蛍光X線で不適物を確認できると説明が
あったが､いかなる条件下でも搬入物が100％信頼できるのか。

} ■■0■。■ロ■■ロ■U■0■ロ■ロ■■■ロ■ロ■ロ■ロ■■■ロ■q■q■■■■■Q■画■D■■ ■■■■■■■■ q■q■q■■■■■q■■■■■q■g■q■q■■■q■q■q■q■q■q■口0■0■0■q■画口■■‐0■■■q■q■0■■■q■q■Q■■■■、 ロ■Q■■0■0■■■毎

･廃掃法で埋立処分基準が設けられており､全国の公共関与処分場においては書類検
査､展開検査等により､埋立処分基準と照らし合わせ搬入廃棄物として問題無いことを確
認している。 C

D‐q■q■U■q■■■■■q■q■ロ■■■■q■ロ■ロ■‐‐‐■■q■q■q■‐Q■q■q■q■q■■、 q■■■■■旬②q■q■q■q■q■■■ q■q■q■q■q■q■‐■■■q■q■U■U■q■q■q■q■ロ■1■q■q■q■■B q■■q■q■q■q■q■q■q■q■q■q■q■q■q■q■q■■■ q■q

｡搬入廃棄物の検査は､事前審査､受付検査及び展開検査の各段階において､廃棄物に
応じた書類検査､分析検査、目視検査などの複数の検査を行うこととしており複数の
チェック(マニフェスト確認や蛍光X線分析を含む)を重ねることで､国基準に加えて､当処
分場への搬入廃棄物として問題がないことを総合的に確認する。
このような確認に加えて､国基準を上回る施設･設備を設置し､適切な維持管理を継続
することにより､周辺の生活環境に支障が生じないように運営する。

ﾛロ■■ロq■■■‐U■ｰ■■■■ロ■ロ■ロ■■■唾g■q■‐q■q■。■q■q■q■■■ロ■ロﾛ■■■q■0■1■q■q■q■q■q■q■q■■■■‐q■q■q■q■ロ■‐‐U■q■q■q■q■q■q■q■q■1■。■。■U■U■q■q■q■q■。■q■q■ロ■q■｡■■q■Q■‐q■q■q■q■。■

持込み時の目視検査､埋立時の展開検査､持込みごみの抜き取り検査を行っている｡契
約外の廃棄物が認められた場合は､持ち帰らせることとなっている｡この搬入管理が第一
の対策である｡もちろん100%はあり得ないが､しや水工によって外部への流出はなく､浸

｡

出水中に有害物質があったとしても水処理施設で処理され､基準に合致していることを確
認してから放流する｡なお､産業廃棄物は有害物を含むものは特別管理廃棄物であり､管
理型最終処分場には持ち込んではならない。 ●

地元関係者

県



冬

U■ロ■‐q■■q■‐q■q■‐Q■q■Q■Q■g■伊ロ■ロ■q■■■q■■■■■ q■■■■■g■■■■■■■‐q■q■q■q■q■q■q■q■q■ロ■q■ロ■q■■q■q■I■q■q■q■q■q■■■ q■‐q■■、 O■■■q■■■■且■g■0■g■ロ■ロ■年■嘩嘩車0■■■■■■q■■■q■

･事業計画書にも記載のとおり､搬入廃棄物は種類ごとに受入基準を設定して搬入検査を
実施する計画であり､受入基準に適合した形状である等､当処分場への搬入廃棄物とし
て問題ないことを確認する。
大気汚染のおそれへの対応は､搬入廃棄物の飛散防止措置をとることとしており､まず
排出事業者に飛散防止措置の徹底を求め､センターは搬入検査により十分に確認する。
また､搬入廃棄物を埋立地において荷下ろしする際には､必要に応じた散水や即日覆土
により飛散を防止し､強風時には廃棄物の搬入を停止するので､搬入廃棄物の飛散によ
り､周辺の生活環境に支障が生じることはないものと考える。
また､埋立地内で有機物が分解される時などに発生する､いわゆる埋立ガスについて
は､有機物の搬入を極力抑制するとともに､埋立地内で空気が流通しやすい構造･維持管
理とすることで､問題となる恐れのあるガスの発生も抑制するため､埋立ガスにより周辺
の生活環境に支障が生じることはないものと考える。

⑧

センター

｝

七

豈患 蕊蕊
･国基準以下の低レベル放射性廃棄物は搬入されるのではないか｡(放射性物質汚染対
処特措法に基づく)指定基準(8,000Bq/kg)以下なら廃棄物処理法の廃棄物になり､基準
自体も水質汚濁防止法と同様､濃度基準のため､薄めればいくらでも処理できる。

地元関係者

ﾛ■Q■q■Q■■■Q■■■Q■q■q■q■q■q■Q■g■ q■ロ■q■q■。■Q■Q■■■q■■■■■画ロ■ロ■■q■ロ■■■■、 ■■ ■■ロ■ロ■■■U■■■ロロ■■U■q■1■q■0■q■Q■■q■■■q■q■■■■■■■q■q■■■■■、②■■Q■q■q■q■q■q■ロ■q■ロ日■■、■■■■Q■q■■Q■■■■、■Q■■■■q■■｡■

･搬入廃棄物は法令上の基準の他､事業者の受入基準に従い搬入される｡県は処分場稼
働後もこれらの基準に従い適切な維持管理がなされているかについて､立入検査等によ
り確認することとしている。

県

ロ■Q■q■q■I■。■。■q■■■ロﾛ■■■■。■■■q■q■q■■■ロ■q■■■■■■■■■■ロ。■■■■。■。■q■ロ■ロ■ロ■q■Q■ロ■■■q■q■■■q■■q■q■q■‐■q■q■ー■■ q■■■ロ■g■ゅ■■■■■■■■■■、 O■0■■■ q■■■庫ロ■ロ■口■0■q■

･｢低レベル放射性廃棄物｣は原子炉等規制法などの法律で規制されており､各種法令で
規定されたいわゆる放射性廃棄物は､法令上も当処分場に受け入れることはできない。
当処分場の搬入廃棄物は､法令上受入可能なものの中から当センターが定めるが､い
ずれにしても人の健康に支障寿及ぼすことになるようないわゆる放射性廃棄物は受け入
れない。
q■q■q■q■q■q■q■■■■■q■ロ■■■■■q■U■q■q■q■q■Q■q■q■q■q■q■q■■■q■q■q■q■｡q■q■q■q■。■q■q■■■■■‐q■Q■ロ■q■■■q■q■q■Q■q■q■ロ■Q■q■‐q■q■q■q■q■q■q■q■q■q■q■q■q■q■Q■q■q■q■q■‐‐q■■、 ■■

ﾛ■■■■■q■q■q■q■■■0■q■q■q■q■q■q■

⑨ センター

ロ■q■q■g■ロ■q■ロ■q■q■q■U■q■q■q■q■

蕊蟻幾饗駕鑿篭蟻騨籍慧繍漁
性物質の濃度が高まったが､現在は震災以前のレベルまで低下している｡放射性物質は
原子炉の爆発によって粉じん等が飛散したのであり､その影響範囲で焼却によって灰に

濃縮された｡本計画における処分場は産業廃棄物を受け入れ､燃えがらは鳥取県内の焼（
却施設で焼却した残澄であるので､震災の影響はないと考えられる。 メ｡

専門家1

緬
州鞠

地元閏係者k犠溌撒寺所でも臭気が確認されている｡どんな(悪臭)物質が処分場から出て
■■■口0■｡｡■q■0■q■■■■■■■8■■■砥■■ロ■q■q■U■q■q■q■q■q■■■q■■■■■q■Q■q■q■q■q■■■画q■q■Q■画■｡q■ロ■■■Q■■■ロﾛ■q■q■q■q■－■g■口■■■q■q■＝q■■■Q■－画－画0■■■■■■■■■■d■■■■■ロ■■■q■q■

･センターが実施した生活環境影響調査結果書でも敷地境界における悪臭物質の規制基
準を満足しており、引き続き規制基準の適合状況について確認する｡また､県が定めた最
終処分場の維持管理指針に従って､即日覆土等､悪臭の防止について事業者が適切に
維持管理を行っていることを立入り検査等で確認することとしている。

県

■ロ■q■q■q■q■q■q■q■q■q■q■。■0■q■Lq■■、■D q■q■ロ■■■q■■■口q■q■U■q■■■■q■■■B ■■ロ■■■■■■■■■■q■ロ■■■q■q■1■q■■■■■q■のq■g■－■■q■Q■■■■0■q■q■q■8■q■q■q■q■q■－■■0■■、 q■■■■■q■■

I
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心

⑩

･焼却灰や飛灰には高濃度のダイオキシンや有害重金属が含まれており､非常に危険6
■■ロ■ロ■ロ■■B ■■ロ■U■U■q■q■q■U■q■q■■■■■■■0■■■、■■ q■q■■■ q■q■q■q■q■■、口q■U■■■q■q■q■q■q■ロ■■ロ■■ロ■q■q■q■q■q■q■q■q■q■q■q■q■q■q■q■q■■、q■q■q■ロ■q■q■q■■、 ■■‐q■■U■■■ロ q■q■

｡

｡国の蝉立処分基準が規定されており､高濃度のダイオキシン類や有害重金属を含む焼
却灰や飛灰の埋立は認められていない。
。■■■q■ロ■q■q■q■q■‐q■q■q■q■q■q■q■ロ■■■、■q■■■■ロ■■■‐｡Q■0■q■q■q■0■q■q■q■ロq■q■g■q■q■q■Q■Q■Q■q■q■■■曲ロ■ロ■ロ■ロ■■■■■■■ロ■■■U■■■ロq■q■q■q■q■q■q■q■ロ■ロ■q■口q■ロ■q■q■q■q■

1
■■■■

ロ■■■■■■ U■ロ■ロ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ロ■ロ■q■。■q■q■q■■q■q■q■q■q■q■q■I■q■d■0■q■q■■‐唾0■■■■■■■q■q■q■q■q■q■■■ q■■、 q■｡q■q■■q■ロ■■■ ■■■■■■ ■■■■ ■■q■q■0■ロ■0■■ロ■q■Q■q■

①

一般廃棄物の焼却飛灰は有害重金属の濃度が高いので､特別管理廃棄物に指定されて
いる｡そのため､安定化処理を行って､埋立処分基準を満足したものしか埋め立てられな
い｡ダイオキシン類についても同様である｡埋立処分基準とは､溶出試験を行い､その溶
出液中の濃度で判定され､この濃度は処理水の排水基準と同じ､すなわち環境基準の10
倍という厳しいものである｡産業廃棄物の飛灰についても同様である。
一般廃棄物処分場の浸出水測定データは多いが､重金属濃度が排水基準を超えること
はほとんどない｡また､ダイオキシン類については廃棄物研究財団が処分場の搬入物、
浸出水､蝉め立てガスの濃度を測定し､廃棄物を掘り起こしてダイオキシン類濃度を測定
した研究がある｡その結果､埋立地から外に出る割合は百万分の1にすぎなかった｡つま
り埋め立てられたダイオキシン類は埋立地外に流出しない｡また浸出水処理施設では、
90％以上が除去されることもわかっている｡重金属濃度がもし高ければ､そのときはキ
レート処理によって除去できる。

地元関係者
ﾛ■■■■■0■■■■、 q■q■■ロﾛ■■■■■ロ■ロ■

県

■■■、 ■■■■■■■■q■ーー＝■■＝■■■■■

センター
Q■q■q■■■■■■D 1■q■q■q■q■q■q■q■q■

⑪

専門家1

｜霊杢討杢塗垂垂雪塞杢■密垂壹雲匿M三雲壁空ド蚕塗篭雲垂壹皇…一.…
地元関係者

■■、■1■■■■■0■q■1■■■■師

･県も定期的に法令に基づく立入検査や水質検査を行い､地下水の汚染が無いことを確
認するとともに厳格な監視･指導を行うこととしている。

県

■ロ■ロQ■‐Q■ロ■0■0■■■Q■■■ロﾛ■q■庫ロ■ロ■ロ■■■q■q■■■■■8■■■■■●■ q■0■■U■q■1■■、 q■■■ q■q■q■q■q■q■■■q■ロ■U■q■q■q■■■■■q■■■■■■■q■q■q■■■■■■■■■■■q■q■■■■■ｰ■■q■q■■■■■q■q■

･国基準を上回る3重の遮水構造に加え､電気的漏えい検知システムの採用､処分場周
縁地下水の定期検査などによる多重の安全対策(マルチバリア)を講じ､処分場廃止まで
適切な維持管理を行い､地下水が汚染されないよう万全を期する計画としている｡県も定
期的に立入検査や水質検査を行い厳格な監視･指導を実施することから､浸出水の地下
水汚染による水源地への影響はないものと考える。
．なお､地元の方の福井水源地への影響を懸念される声を受けて､平成26年度に地下水
位の把握等による調査を行い､処分場直下の地下水が福井水源の方向へは流れないこ
とを確認している。

センター

⑫

｜壺壷三三塞塁韮蚕蕊溌壹臺塞蔓菫遥菫遜ニニニヱ
U■■■ q■q■q■q■1■■、 q■Q■q■q■q■q■q■

専門家1
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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⑬

地元関係者

ﾛ■0■0■q■q■q■0■■■q■q■q■‐■■

県

■■Q■ロ■ロ■ロ■q■q■q■口q■‐q■－句‐

センター
ﾛ■ロ■ロ■ロ■ロ■ロ■■■q■q■■D‐ロー■q■

専門家1

－F

● 9

｡塩川のダイオキシン類濃度が基準を超えていたが､県はその原因を明らかにしていな
ｸﾏ ■● 白

い｡農薬ではないかと片付けられ､実際の汚染源ははっきりしない。
･現在稼働中の環境プﾗﾝﾄ工業の一般廃棄物処分場にダイオキシン類を含む燃え殻等
を入れ続けており､塩川のダイオキシン類の検出の原因

I

■ロロ■ロ■車■■』毎口ロ■■■■②■■ロ■■ロロｍｐｍ■韓ロ毎
司
の

巴
０

q■1■q■■口画一q■ロ■・ﾛ■l■q■■Q■■q■q■■画■q■q■q■q■q■Q■I■q■q■0■q■q■q■草■■Q■句■画■0■■

される。

車■

協抑か{”､，
■■■■q■■■■q■ロ■■■ ■■■■

0

■Q■U■q■U■U■q■q■q■■■ぬ■■ロ■q■q■q

･県は平成26年から塩川(8～9地点)におけるダイオキシン類の調査を継続して実施し､調
査結果(全ての地点で環境基準以下)であることを確認している。
･県として､法令に従い隣接一廃処分場の監視指導･水質検査を定期的に行い問題がな
いことを確認している。

･塩川河川水質のダイオキシン類濃度が春から初夏にかけて値が高くなる傾向が見られ
るが､これは塩川水質のダイオキシン類の組成割合と周辺状況(水田地帯)を考慮する
と､過去に使用され、現在は使用されていない水田用除草剤によるダイオキシン類が土壌
に残留していることによ叺農作業(代掻き等)に伴う土壌粒子の巻き上げの影響によるも
のと推定している。

0 1

l q■q■Q■q■■■■0■ロq■■■■■■■U■■■q■－0■■■■■■■■■■ロー■■画一■、■、■■■■■、 q■q■8■■■q■■■■■■■■■q■■■■■■q■■■ロ■■■■■ロ■■ロ■－■■8■ロ■■■ロ■ロ■■■q■■■q■q■q■■■q■■■■■ロ■q■q■q■
●

■■■■

q■ロ■ロ■■■■d■I

I 。■‐Q■。■d■q■q■q■q■U■q■q■q■q■q■q■q■q■q■q■q■■■q■q■ロ■q■‐q■ロ■ロ■■■‐q■■■■■■■g■q■q■ロ■■■■■q■■■q■q■q■■■q■■■q■Q■‐q■■B ■■ロ■q■ロロ■Q■q■q■q■ロ■U■q■■■■■■■ロ■q■ロ■q■q■Q■q■

、 ●

⑪で述べたように､ダイオキシン類は埋立地から流出しないし､水処理での除去能力も高
い｡また埋立地浸出水の処理水のダイオキシン類は､定期的に検査されている｡ここで基
準以下であれば､河川に放流されると大幅に薄まる(希釈される)ので､河川中にダイオキ
シン類が検出されたとしたら､別の発生源によると考えられる｡埋立地からダイオキシン類
が流出するとしたら､焼却残漬､ぱいじんなどがその原因である｡ダイオキシン類にはさま
ざまな同族体があり､,発生源ごとにその割合が異なる｡燃焼由来と農薬由来にはそれぞ
れ特徴的なパターンがあり､分析すれば燃焼系でないことがわかる。

⑭

地元関係者

Q■■q■｡■D q■

U , ◇

｡■■■0■■■画ロ

県

Q■ロ■■■‐q■q■。■q■‐0■‐■ー‐ロ■

センター
q■q■ロ■■■q■q■q■ロ■■■■■■■■■ぬ●■

専門家1

･PRTR法に基づく環境プﾗﾝﾄ工業の報告内容によると､一般廃棄物処分場からは何十
年も前からEPN(殺虫剤の一種>等の有害物質が流され続けている｡
,■■■ロ■■q■q■Q■重■■0■q■■■ロ■■0■■ロ■■ロ■■ロ■ロ■ロ■q■q■｡■草画。■■■ロ■ロ■ロ■ﾛ■画ロ■.□■1■ﾛ■■■■■■■－■■■0■Q■■■↓■画■

◆

■‐■■■q■■■■■■0■ロ■q■.■q■■■、■q■q■q■q■ q■■■q■■■■■■ロ■■■■■■■■■‐Q■■■q■q■■■ ロ■Q■■

"県が行っている行政検査では､一般廃棄物処分場からEPNを含む有機リンは検出されて
いない。
･PRTR法の規定されている算出方法の特性から､見かけ上の数値が報告されたものと考
えられる。

D■■■■■■■■■ーロロロー‐■■ー‐‐ーロ■■ー■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ロー‐ ■■■■

0

■■■ローーー■■ ■■■■

I

0 ｡

■‐■■■■｡q■■■ロq■｡一一q■‐■■■‐■■■■ーー■■‐ー■■■■ロロロロq■■■ローロロー■■■■■●■■ー■■■■■■■■‐■■‐ロー■■■■■■■■■■■■■■■■■■I

■■■■

D O■q■q■q■I■｡q■0■q■q■q■Q■■■ q■q■ロ■ロ■q■■■■■■■■■ q■■■ q■■■q■Q■■■■q■0■q■q■‐q■■■q■。■q■q■q■■■ロ■■■q■q■q■‐Q■q■q■q■q■■■ロ■q■U■1■q■草q■q■■■■■q■q■q■q■■■。■Q■q■q■q■q■q■■■

0

q■q■ ■■‐■■■■‐8■q■‐g■■■。■1

EPNは､公共用水域等における要監視項目に指定されている｡浸出水の排水基準中で
は､有機リンとして監視されている。

県＝



ふ

！
生関与処分場の事故事例(山梨県､滋賀県)に

施設の安全性は保たれている状況と考える。
京たま広域資源循環組合の日の出町の一般廃
影響があるとは認められないことが判決で確荷

民の最大の僕

露経路を考え
→糎取一あるL
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⑯

地元関係者
q■q■q■q■q■q■q■q■q■q■q■Q■q■q■q■

県

Q■q■g■g■ロ■ロ■｡■■q■Q■■、 q■q■q■q■

■■

センター

q■q■g■q■■■U■ロ■■0■ロ■■ロ■ロ■0■

専門家1

q■q■q■q■■■q■。■■■ ■■q■ロ■ロ■q■q■q■

専門家2

･産廃処分場周辺では､農作物の汚染が進んでいる。
口q■Q■q■ロロ■ロ■q■■、 q■q■q■q■q■0■q■q■■■■q■q■q■q■q■q■q■q■q■q■q■■■笛Q■Q■‐0■q■q■0■q■Q■0■■q■q■■， q■ロ■ q■■g■Q■ロ■ q■■、。■ q■Q■q■■■q■■■q■q■q■Q■Q■Q■Q■q■U■q■q■Q■q■q■q■q■q■q■q■q■q■q■q■I■q■毎一q■Q■■■口■■■■‐0■0■■■■■■■q■q■q■q■■■q

･国の放流水等の基準は､国や国際機関で検討され集約された科学的知見を基本として
新たな環境負荷が加わることを前提に､十分な安全率を考慮して定められており、これら
の基準を遵守されていることを立入検査等で確認することとしている。

l q■q■q■q■I■q■q■q■q■q■q■q■■■■■q■■■q■q■ロ■ ■■■■

■

ﾛ■ロ■●■■■■●口のロ■ロ■q■I■q■q■q■｡■q■q■‐q■‐q■q■Q■■口■■q■■■■q■Q■q■ロ■Q■q■■、 q■q■ロ■q■ロ■●q■■●■■■■ロ■Q■q■ロ■■q■q■■■q■■■q■q■画ロ■■■q■q■Q■画■■q■■■‐■■g■ロロ■■■■■ 。■q■q■U■

･当処分場では国基準以上の安全対策や適切な維持管理を実施する計画であり､環境保
全措置を適切に実施することにより､周辺の生活環境に支障は生じないものと考えてい
る｡また､定期的なモニタリングを継続し､基準等を遵守していることを確認することとして
おり､国が定める放流水の排水基準等が､適切な科学的判断を踏まえているものである
ことから､これらの基準を遵守することにより､周辺農作物に関する安全性についても問
題ないものと考える。

I 。■ロ■Q■■■q■■D■■q■q■q■q■q■q■■■■■q■q■q■q■q■ロ■q■q■q■■、 q■8■q■Q■q■0■口口q■■■q■ロ■Q■■■■■ロ■■■■ロ■■■q■q■q■。■。■。■■■‐ロ■0■■■q■q■ロ0■q■q■ロ■ロ■ロロ■ロ■ロ■■‐口■■q■■、■■■句
ゆ

①で述べたように浸出水の漏出対策は何重にもとられている｡漏出したとしても水を経由
して農作物を汚染する可能性は､その到達経路が想像できない｡廃棄物には覆土をする
ため埋立地表面からの汚染物質排出は､無視できる(大気への影響は埋立作業者の安
全管理として行われている）

ﾛ ロ■■■■■ロ■■■q■■■■■■■ ロ■■■ロ■■■ロ■ロ■q■ロ■■■■q■q■■■■■0■■0 0■ロq■ロq■ロ■ロ■q■q■q■q■q■q■■■ロ■ロ■■■■■■Q■q■q■■■■D q■q■q■q■q■｡‐■■｡■B O■、q■0■q■q■■D Q■q■q■q■Q■ロロ■ロ■面白■q■8
4

一般的には､産廃処理場から直接これらの基準を超えた土壌汚染が起こることは考えにく
い｡ただし､土壌汚染について懸念があれば､農用地では特にヒ素､カドミウム､銅につい
て基準があり調査が技術的に可能である｡また､PCBや他の重金属等については｢土壌
汚染対策法｣で定められている各項目を調査することも技術的に可能であると考えられ
る｡ダイオキシン類も法律に基づき基準値が定められている。

県

センター

専門家1



傍聴要領
ら守

1傍聴する場合の手続

(1)会議の傍聴を希望される方は､会議の開会予定時刻までに､受付を行ってください。

(2)傍聴の受付は､先着順で行い､定員(50名)になり次第､受付を終了します。

(3)会議を傍聴される方は､県の指示に従って会議の会場に入室してください。

2会議の秩序の維持

(1)傍聴者は､会議を傍聴するにあたっては､県の指示に従ってください。

(2)傍聴者が会議を傍聴する場合に守っていただく事項に違反したときは､注意し､なおこれに

従わないときは､退場していただく場合があります。

s会議を傍聴する場合に守っていただく事項

傍聴者は､会議を傍聴する際は､次の事項を守ってください。

(1)会議開催中は､静粛に傍聴し､発言しないことはもとより､拍手その他の方法により､可否を表

明したりしないでください。

(2)騒ぎ立てる等､会議の進行を妨害しないでください。

(3)会場において､飲食又は喫煙をしないでください。

(4)会場において､写真撮影､録画､録音等をしないでください。

(5)その他会場の秩序を乱し､会議の支障となる行為をしないでください。

(6)プラカード等の建てかけはしないでください。

No 7
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(条例説明会資料） （公財)鳥取県環境管理事業センター (平成29年1月）

淀江産業廃棄物管理型最終処分場事業計画【要約版】
r ‐壷ヱニロ …＝U日 二三…

I'2．計画概要 ｜資料君
一’ 計画内容
①事業主体公益財団法人鳥取県環境管理事業センター

②施設種類産業廃棄物管理型最終処分場

資料君1．事業目的

県内廃棄物の適正処理を推進し、

県内企業の健全な発展、企業誘致の
推進及び生活環境の保全に寄与する

ことを目的とします。

’
米子市淀江町小波地内

（環境プラントエ業(株)が設置している一般廃
棄物最終処分場の南側隣接地）

③所在地現在、鳥取県内には産業廃棄物管理

型最終処分場が1箇所もなく、他県の施
設に依存しています。

近県の処分場の残存容量の減少、県
外廃棄物の搬入規制等により処分先の

確保通困難になるおそれがあり、県囚
で処分場を確保する必要があります。
そこで、本事業では、より一層の安

全・安心な施設の確保はもちろん、地
域に受け入れられる処分場を設置させ

て頂きたいと考えています。

④埋立方法埋立区域を2期に分けた期別段階的埋立方法

⑤施設面積’⑤施設面積
埋立面積：約21,500ni

（事業地面積：約38,000㎡）

⑥埋立容量聿篁i鱸縄芳㎡第n期:約,82万nf)
約47年間

（第1期埋立：約10年間、第Ⅱ期埋立
年間、維持管理：約10年間）

⑦計画期間 約27

＆ ソL ノ

■■
4．廃棄物の搬入検査

廃棄物は検査し、国基準に適合し
たものしか受け入れません。

◆搬入検査の流れ◆

①事前審査（新規契約前）

･排出事業所を訪問し、廃棄物

の実物や書類等を確認。
･廃棄物に応じて分析検査実施I

■

3．埋め立てる廃棄物 今廃棄物④◎は原則実施

･基準適合で契約締結
･燃え殻を主体とした13種類とします。

②受付検査（廃棄物搬入時）１
１

･書類審査（マニフェスト等）

･目視検査で積荷内容（異物。

’
悪臭・飛散性等）を確認。
･必要な現場検査を実施。

◎放射線測定
◎迅速検査（蛍光X線分析）

■■I 今廃棄物④は当面全車両実施

。_展 撞壹（埋立地）
ーー

･展開検査場所に積荷を降ろし

且 広げて検査（異物･悪臭等）。

･適宜、抜取り検査を実施。

④埋め立て

＊県内廃棄物(県外物を県内で中間処理したもの
を含む)のみを埋め立てます。

＊放射性廃棄物､飛散性石綿は埋め立てません。

＊不適合の場合は持ち帰らせる

、 』 L ゴ

ｰ

兎燃え殻

黙率
、

輔識
、

ー

可
、

、

、 了こ遠さ

法令上、埋立可能なもの

④燃え殻、ぱいじん、鉱さい、汚泥

⑧廃プラスチック類、ゴムくず、金属
＜ず、ガラス＜ず・コンクリート＜

ず及び陶磁器くず、がれき類

○

竃

◎紙くず、木くず、繊維くず

○

◎産業廃棄物を処分するために処理し

たもの

【その都度地元了解を得たもののみ】

ー■'■■

⑥廃油（一部のもの）、

動植物性残さ、動物系固形不要
動物のふん尿、動物の死体

埋め立

てしま
せん



5．施設

（1）管理型最終処分場のしくみ

①埋め立てた廃棄物は、雨水や埋立地底部（浸出水集排水施設）等から入る空気などによって、処
分場内で分解・洗い出し等を繰り返し、次第に安定化します。

②発生する浸出水（汚水）は、処分場底部の遮水シート等の上に設置された集排水管によって集め
られ、水処理施設で浄化します。

⑧埋立終了後も県の確認（水処理施設を撤去しても生活環境の保全が確保できるとの確認）を受け
るまでは、水処理は継続します。二想定期間は10年間ですが、確認を受けるまではその期間は延長します。

◆水処理施設
浸出水を高度処理し放
流先河川の汚染を防止

◆管理事務所
施設管理と受付検査を実施
（積荷内容のチェック）



備の概要

（2）地下水汚染防止対策

◆多菫の安全対策（マルチバリア）による地下水汚染の防止

①国が定める標準的な構造（2重遮水シート）にベントナイト混合土居を加え3重遮水構造とします。

②軍気的漏えい検知システム及び③地下水定期検査による監視を行います。

〆〆 ‐、

【電気的漏えい－－－
検知システム】
(電極設置例）

【電気的漏えい
検知システム】
(電極設置例）

。
、
１

１

１

１

１

１

１
－

、
幸

一

一
、
１
１

、

電流電極電流電極

廃棄物廃棄物

一
Ｉ

そ－口

|ぞ-‐

電気的漏えい検知システム
尋

_ノ
一

、

(S)水処理システム

◆ゲリラ豪雨等も配慮に入れた高度な水処理システム

し、適切に処理できる施設を設けます。

で浄化します。③水質検杳も行います。

処理能力
70m3/日(全体）/ 燭…正一－､

雨水
■ ■ ■

■ ■ ■

■ ■ 再

▼▼▼

、

保護土

集排水管
(地下水）

集排水管
(浸出水）

･････････････し

農業用水

排水路
、I，

塩川

可

規模
7.100ms以上

■園■■

L ノ

J

喜土 ノ
ノ

俣胃

【3重遮水構造】

遮水シート

イト

遮水シート 検知！

＊万一検知した場合､原因追求して速やかに補修します

埋立地
（鰯薗ｲ黒一甥）

防災
調整池

■■

十

▲
■

■

己

●

■

直

■
■

■

■

■

■

■

■

■

彼

■

■

■

■

▲

道

活性炭吸着

亀透膜

砂ろ過

凝集沈殿

生物処理

浸出水調整槽～
｡･し （一時貯留）
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6．生活環境影響調査書（結果）

1’

’

、 〆

一両

I
－

1 －ヨノ」

『＝ 巳

8．廃棄物の搬入7．施設維持管理とモニタリング

◆搬入は事前予約制とし、廃棄物運搬車両は原則と（1）施設維持管理

・処分場構造物や水処理施設などの各施設

について、定期的に必要な点検・維持管

理を行います。

して決められたルートを通行させます。

（2）水質の定期検査（モニタリング）

・放流水二浄化した水は、定期的に水質
検査を実施します。

・地下水今浸出水が地下に漏れていない
ことを確認するために、地下

水観測井戸で定期的な水質検

査を実施します。

（上下流の計4ヶ所の井戸）

》
Ｐ

、

米舜恥／
【＊別途、県も定期的に法令に基づく立入検査
(水質、施設の維持管理状況等）を実施します】

」、 ノ

■

9．地域との協定

◆住民の皆さんにも参画いただくために、地域との協定を締結し、監視委員会(仮称)を設置する予定です。

◆委員会では施設が安全に運営されているか確認いただくため、定期的に水質検査の結果や埋立状況を
報告し、随時、立入調査をしていただくなどガラス張りの施設運営を行います。

’ ’
【お問い合わせ先】公益財団法人鳥取県環境管理事業センター
〒683-OO53鳥取県米子市明治町105アイシーエスビル2階
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（3）悪臭

◆廃棄物の搬入による影響

･悪臭が発生している廃棄物は受け入れない。

･覆土等で悪臭発生を抑制する。

→周辺地域への影響はほとんどありません

（1）大気質

◆埋立による粉じんの影響

･粉じんが発生する風（5.5m/秒以上）の頻度は少

ない（直近民家方向が計5.8％）。

･散水や覆土等で粉じん発生を防止する。

二周辺地域への影響はほとんどありません

◆廃棄物運搬車両による排ガスの影響
･周辺で環境基準を満たす。

･交通量は現況とほとんど変わらない（現況が約

1,300台に対し、運搬車両が往復約22台増加） 。

弓現況の大気環境の蛮化はほとんどありません

（4）水質

◆放流水・降雨による影響

･水の状態・汚れの指標（pH、B○D、SS等）は

現況と同程度で、環境基準等を満たす（放流水で

はB○D、SSの増加は1mg/L未満）。

･ダイオキシン類など他の項目も環境基準を満たす。

弓周辺地域へ与える影響はほとんどありません
（2）騒音・振動

◆埋立作業・施設の稼働による影響 垂.壺

･周辺民家で環境基準等を満たす（騒音の増加は2

ﾃﾞｼﾍﾞﾙ以内。振動は人が感じる値以下）。

･現況と同程度で大きな変化はない。

=>周辺民家への影響はほとんどありません

◆廃棄物運搬車両による影響

･環境基準等を満たす。

・交通鬘は現況とほとんど変わらない（同上).。

=〉周辺地域への影響はほとんどありません

（5）地下水

◆処分場の存在による影響

･地下水の今までの最高水位は、ほぼ処分場の掘削

底面より深い位置にある。

｡仮に水位が大きく上昇しても、設置する地下水集

排水管等により水位上昇を抑えられる。

二固辺での地下水の流れ、水位蜜化による利

水への影響はほとんどありません

ロロロロ進入路

●
一
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Ⅶ
ご
再
勗
嗣

偶
絲
菅
叱
山
菅心 ~



閉
ｕ
Ａ
こ
氏
峰

入
ｒ
元

I

義 剛
講
富
牟
姉
Ｓ
蠅
蹄
逮
那

侭
付
苦
両
温
叫
び
蛎
僻
ｓ
淵
噸

燕
蹄
脚
僻
・
議
蕪
噸
膳
蛎
擶

剖一

も
ヤド．

蕊 蕊 丑
画蕊

ユ

レ ･ 訂
’ ’ 1

q､ ,

，剛
4G 』

計
時
爺
嘘
剴篭 厚

篝戸

~

．

§
F

1

蕊 齢窪 寂．

露

識
4

叫
べ

1 ：L

aや

略

州

E ０
面
０,ﾐ』

ヂ
～

一 ゲーユ ノ
.

〉1

、_畠 ぺ

咳
一

､こ~、

I．
〆
廿
易
疋
勉
さ
Ｉ

1

ロ
四
コ
Ｑ
Ｏ
「
田
口
仁
．
己
の
諄
の
董
心
奮
一
ア
”
三
一
個
○
一
個

一
一
）

6
の

式
ｒ
制



岳
周
紺
川
括
ヰ
ー
佃

勤
誹
郡
笑
酎
琳
八
が
。

当
三
弄
嚇
八
節
減
０
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Ｏ
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堀
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矧
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吾
句
侵
Ｉ
Ｓ
Ｓ

浦
．
誰
口
さ
両
附
一
耐

↓
壌
溺
叫
酎
佇
与
が

小
Ｓ
弗
廿
雲
撫
聖
砕
計
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巾
価
同
苦
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ｔ
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紺
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①
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Ｓ
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憾
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軍
叩
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③
９
士
卿
奪
釦
事
詩
申
ｓ
妙
《
墨
言
さ
側
｝

F

電、
L

L旦，
醜 ＆ 、

1 k

’ ． ‘▼11 ．‐

1W洞
F

q

U， ｣鱸･’
薄紺
､4m

窒錨
計にいV
ljfL) 、

h卜 、 ｜
恥‘ 、
卿
一

磯
Ｉ
！
■
禰
価
洞
Ⅱ
Ⅱ

ＡＩ

剛職
二
Ｍ

}I
惇
吟 0

」

β

へ

岳
固
紺
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、
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Ｏ
八
琳
八
鈩
誉
計
几
勢
岱
厨
紺
芦
舶
姉
到
眞
享
汀
琳
八
炉
苦
汁
剛
靭

鯵
で
劃
Ｓ
ｍ
卦
再
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吾
舜
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Ｕ
計

＄
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捕
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翌
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● ●

得
の
凶
○

当
鰡

碍
門

■

●
岳
討
紺
互
升
詞
糊
薑
虐
幅
蹄
両
獣
汁
が
召
召
路
（
鰯
論
荊
砂
回
言
蕗
）
我
目
Ｈ
ｒ

ｎ
Ｓ
丹
型
升
口
さ
八
憾
倒
Ｓ
桝
櫛
我
削
Ｓ
ｍ
営
計
。

●
Ⅱ
い
’
山
ｌ
・
臺
斗
へ
剴
吐
山
Ｓ
ｈ
郭
。
剴
郭
叶
諭
戦
珈
叫
美
ョ
Ｓ
耐
当

●
耐
鰡
丹
覇
Ｓ
獣
氏
函
直
川
吉
怖
Ｈ
姉
戟
耐
鰡
争
舌
１
脚
さ

●
ぢ
ざ
補
方
ｌ
岳
ｓ
紺
．
詩
聖
一
利
へ
寺
汀
調
測
雪
叫
艦
倒
八
吋

●
価
菖
再
乞
紐
補
同
翌
建
』
計
昇
ラ
椛
対
酎
耐
八
ゞ
鮒
乞
州
蒲
勒
南
靭
誌
さ
計
。

●
届
闇
補
§
棚
．
判
Ｓ
淵
志
《
細
呵
（
勢
Ｊ
〈
献
〆
雪
捌
崩
昔
｝
覇
毒
舌
汁
Ｓ
汁
Ｓ
刑
功

潤
併

●
岡
管
、
洲
・
珊
・
擁
ｎ
ｓ
苦
升
共
．
細
乞
爵
寡
戟
耐
圧
ｒ
計

●
剴
呉
丹
両
封
露
含
粧
菩
凋
戟
誹
庄
｝
苦
剴
冊
Ｓ
冊
釧
両
附
僻
煙
ｈ
Ｓ
封
珊
曾
凪

●
皿
諜
謝
耐
一
升
暁
里
叩
．
覇
蒸
需
両
珊
．
酬
憲
識
併
Ｓ
鯆
言

●
苦
升
笑
ご
ｍ
再
訓
誰
岡
Ｓ
含
椛
書
鯛
或
赫
庄
》
は
赫
濫
昇
識
辻
噂
曾
川

●
届
司
柑
ゞ
計
再
「
型
醐
弄
獣
が
残
冊
汁
酬
再
舜
こ
」
庁
で
汁
。

●
岳
旨
紺
↓
Ⅱ
Ｐ
ｌ
山
ｌ
・
菫
我
刑
Ｅ
圧
Ｆ
庖
出
朔
需
功
謬
型
罫
両
塀
謡

ｌ
刈
咄
垈
冊
脚
揃

Ｉ
虐
珍
桝
僻
ｅ
加
喜
雪
酬
昇
舛
乞

岳
司
胖
画
引
鋤
⑧
（
剛
詣
唐
津
節
爺
津
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燕
蹄
Ｓ
国
明
再
舛
で
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路
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調
測
雪
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講
虐
め
姉
諦
嘩
蕊
謎
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◎
謝
室
加
宴
忠
誠
蹄

（
到
紺
汀
．
諦
単
強
碍
凹
）
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閉
淋
副
引
鋤
碍
門
⑤
逢
洲
Ｓ
瀞
吉

＄
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調
測
雪
富
猫
蕗
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ｌ
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諦
削

Ｉ
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幅
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／
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叫
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①
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．
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Ｆ
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寵
調
糊
雪
帥
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富
酢
節
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詣
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航
両
囲
Ｆ
Ａ

◆
崗
美
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Ｓ
瀞
含
。
囲
調
含

崗
芸
耐
Ｓ
仙
郷
言
（
群
Ｈ
畑
Ｓ
耐
庁
崗
呉
噌
ｌ
テ
Ｓ
詮
勢
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廿
体
，
Ⅱ

冊
噂
ｌ
之

◆
罫
訓
美
Ｓ
美
川
莎
剛
Ｓ
湿
皿
・
叶
蕗
・
錨
岡
州
囲
謂
含

専
笑
脚
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互
調
が
温
血
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紺
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片
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皇
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Ｐ
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Ｐ
闇
〃
柵
洲
。
回
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逗
片
）

◆
罫
謝
呉
両
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美
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僻
酬
瀞
含

◆
亟
諏
苦
剴
共
Ｓ
芸
凪
誌
似
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湿
皿
・
計
蕗
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諮
岡
餅
囲
嗣
吉

Ｎ
國
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逗
片
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炉
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苦
引
笑
畑
赫
剛
斌
皿
二
回
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紺
腫
片
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訓
命
鰄
冊
滅
再
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書
へ
斗
隠
誰
岡
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回
、
血
逗
片
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①
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崗
美
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ｌ
寵
詞
測
雪
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荊
対
美
濁
員
到
美
柵
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鮭
同
苦
ご
鈩
Ｓ
剛

庄
嗽
罫
佇
叫
が
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代
我
酬
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が
崗
美
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弾
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が
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圧
爵
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啓
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笑
Ｓ
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川
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導
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桝
僻
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叶
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代
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刷
叫
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叫
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ｓ
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忍
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０
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介
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①
謁
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鮭
同
苦
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Ｓ
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圧
爵
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升
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序
淋
Ｓ
呉
漣
濁
員
苦
剴
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Ｓ
酬
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零
仔
叫
小
計
ｓ
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賢
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剛
斡
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司
紺
）
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寵
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書
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講
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津
節
渇
勇
耐
絲
詞
測
雪
Ｓ
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今
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罫
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片
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計
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燕
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．
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Ｈ
↓
加
圧
呉
紬
導
笑
啓
那

ｌ
加
圧
美
富
侭
言
部

脚
価
倒
寄
緋

Ｉ
続
同
寄
緋
．
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．
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．
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剛
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美
ゞ
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Ｆ
計
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）
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Ａ
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Ｓ
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（
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什
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ｇ
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美
挙
調
爵
離
室

伽
僻
唯
が
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蕪
師
脚
擶
）

（
斥
賊
で
／
噸
偲
腱
）

圃
乞
州
鰡
ヰ
が

州
訓
Ｓ
Ｈ
（
註

苦
叫
み
こ
罫
仔
〃
笥
引
罫
佇

認
糊
雪
餅
圧
弓
佇
Ｓ
計
３
ｓ
升
山
慨
〃
満
舗

焼
倒
苦
享
ご
炉
Ｓ
苦
釧
芸
餅
浄
写
佇
蹄
謙

加
圧
美
方
貯
小
序
胖
美
域
・
苦
剴
美
甜
滞
罫
佇

・
溢
冊
Ｓ
Ｆ
容
呉
響
廿
剛
封
叫
が
ｒ
さ
美
Ｈ

，
苦
剴
呉
珊
導
美
鰡
諫

・
加
庄
芸
紬
導
呉
鰡
燕

。
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美
譜
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管

・
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圧
美
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鰡
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ａ
８
ｇ
ｏ
／
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ｇ
ョ
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醐
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Ｈ
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ｌ
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Ｐ
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笑

聖
堂

。
）
艫
掛
虐
嘩
誘
引
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Ｓ
霊
口
嬰
聖
選

三
）
闘
う
ｓ
志
蒻
零
仔

一
堂
）
言
笥
美
寓
艤
僑
郎
靭
か
汁
ｓ
Ｓ

油
圧
美
虐
娼
啓
薙
議
論
噸
帽

二
幅
料
桂
掌
ク
ｓ
誤
薄
・
謝
庄
蔀
仔

ご
鯛
泥
ｓ
罫
仔

今
鐵
肝
醐
母
ｓ
熊
肝
罫
仔

里
嵐
美
Ｈ
Ｓ
尋
同
舟
か
荊
鬮

一
三
値
倒
苦
ク
ｓ
副
美
惑
ン
罫
仔

邑
値
掛
詞
料
善
〃
斯
藩
・
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醐
蛎
ｓ
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論
判
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誹
噸
膳

､瀞
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澱
恥
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詔

詞
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書
ｓ
鯛
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訪
叫

謙
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幅
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僻

（
ｌ
寵
調
測
耆
那
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